


 

 

 
＜平成２８年度における主な変更点等＞ 

 
①公募を日本学術振興会で行うこととしました。（公募要領２頁参照） 

 

平成２７年は文部科学省で公募を行っていましたが、平成２８年度は日本

学術振興会で公募を行うこととしました。 
 
 
②国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）の趣旨を明記しました。（公募

要領１０頁参照） 
 
 
③研究経費について、「渡航費・滞在費」、「研究費」、「代替要員確保のた

めの経費」の各経費の上限を撤廃しました。（公募要領１０頁参照） 

 

平成２７年度公募では、応募総額を 1,200万円以下とし、さらに「渡航費

・滞在費」、「研究費」、「代替要員確保のための経費」の各経費について、

それぞれ 400万円を上限としていましたが、平成２８年度公募では、各経費

の上限を撤廃しました。 
 
 
④研究計画調書について一部を変更しました。（『別冊「平成２８年度科学研

究費助成事業－科研費－公募要領 国際共同研究加速基金（国際共同研究強

化）（応募書類の様式・記入要領）」』参照） 

 

研究計画調書について、主に以下のような点を変更しました。 

・「国際共同研究の研究目的及び研究計画」欄において、特に現在実施中の

科研費（基課題）の研究期間が初年度の場合には、基課題の進捗状況に対

して、なぜ国際共同研究の研究計画が必要なのかその関連性がわかるよう

に記載（調書１頁） 

・「国際共同研究による波及効果」欄において、「今後の国際活動における

応募者自身の役割」を記載（調書概要２頁、調書７頁） 

・「海外共同研究者の役割及び研究業績等」欄を追加（調書４頁） 

・「研究業績」欄において、研究計画に関連するものに限定せず、主要な研

究業績を年度毎に別欄に分けずに記載（調書５、６頁） 

・「研究経費の妥当性・必要性」欄において、「代替要員確保のための経費」

が全体の研究経費の 50%を超える場合に必要性を記載（調書８頁） 
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